
群馬労働局の取組 トピックス
（産業雇用安定助成金、業務改善助成金）

発信者 雇用環境・均等室

〇群馬労働局の取組をトピックスで紹介します。お役立ち情報を載せていますので、ぜひ貴法人・機関、会員の
皆様にもご活用いただけるようお願いいたします。この情報は群馬労働局HP（新着情報）にも掲載しています。

〇ご不明な点は、雇用環境・均等室までお問い合わせください。（027-896-4739）

厚生労働省 群馬労働局 雇用環境・均等室

① 雇用維持のための出向を後押しする「産業雇用安定助成金」が改正されました！

○ これまで、独立性が認められない子会社間などの在籍型出向は「産業雇用助成金」の支給対象ではありませ
んでしたが、令和３年８月１日より、一定の要件を満たした場合に支給対象となりました。



厚生労働省 群馬労働局 雇用環境・均等室

② 「業務改善助成金」が使いやすくなります！
～特例的な要件の緩和・拡充、コールセンターの開設、オンラインセミナーの開催～

＜群馬労働局の取組 トピックスコーナー＞

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/topics.html

トピックスのバックナンバー
はHPを見てね！

【中小企業・小規模事業者の皆さまへ】

「業務改善助成金」は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い

賃金（事業場内最低賃金）の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資（機

械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練）などを行い、事業場内最低賃金を一定

額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

新型コロナウイルス感染症の影響により、特に業況が厳しい中小企業・小規模事業者に対し

て、令和3年8月から、特例的な要件の緩和・拡充が行われています。（全事業主に対する要件

の緩和・拡充もあり）

１ 業務改善助成金の特例的な支給要件緩和・拡充（概要）
① 対象人数の拡大・助成上限額引上げ（特に業況の厳しい事業主【※１】への特例）

最大「１０人以上」のメニューを増設し、助成上限額を４５０万円から６００万円

へ拡大【※１】前年又は前々年比較で売上等▲３０％減

② 設備投資の範囲の拡充（特に業況の厳しい事業主【※２】への特例）

生産性向上に資する自動車やパソコン等を補助対象に拡充【※２】前年又は前々年

比較で売上等▲３０％減（20円コースを除く）

③ ４５円コースの新設（全事業主を対象とする特例）

３０円と６０円の中間に４５円コースを増設 リーフレット表

④ 年度内の複数回申請が可能（全事業主を対象とする特例）

※具体的な要件の詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/

zigyonushi/shienjigyou/03.html

２ コールセンターについて
➢ 「業務改善助成金コールセンター」を開設します。

➢ 運用開始日：８月１０日（火）

➢ 業務改善助成金コールセンター：０３－６３８８－６１５５（平日８：３０～１７：１５）

３ 働き方改革推進支援関連助成金オンラインセミナーについて
➢ 「Zoomによるオンラインセミナー」を開催します。

➢ 開催日時：９月７日（火） 午後1時30分～

➢ 参加を希望される方は「下記URL」または「QR コード」からお申込み下さい。

➢ セミナー開始時の Zoom アカウントをメールにてお送りいたします。

https://www.roudoukyoku-setsumeikai.mhlw.go.jp/briefings/MTUx/ 裏

389dc5e6ab4e419da07aadaed971cc07

【申請先】

業務改善助成金の申請・支給窓口は、群馬労働局雇用環境・均等室です。

〒371-8567 前橋市大手町2－3－1 前橋地方合同庁舎８階

労働局・労働基準監督署
説明会等受付サイト

厚生労働省HP


